
重要                                                                                    

気象警報・大規模地震発生及び警戒宣言等の発令時の対応 
                                  
                                                                                                      

 
 

 
         状   況 

 
家 庭 の 対 応 

 
学 校 の 対 応 
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前 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

大規模地震 

 

 

在宅中に（東海地震） 

・「注意情報」 

・「地震予知情報」 

・「警戒宣言」 

が発表された場合。及び 

・発生時 

（震度５強以上） 
 

・登校は中止してください。 
 （お子様だけになる可能性のあるご家庭は、 

 地震時のご家庭の約束を決めておいてください。） 

 

 

 

○警戒宣言等が解除されるまで、 

  学校は休校 です。（発令状況はメール配信
でも情報提供します。） 

※ 給食は横浜市全市一斉に中止となります。  

○発生時、学校は臨時休校とします。 

(状況に応じてメール配信でも情報提供します。) 

 
暴風警報 
暴風雪警報 
大雪警報 
特別警報 

午前６時の時点、 
横浜市内（神奈川県全域ま

たは、神奈川県東部）に、 

左記の警報が発令継続中

の場合。 

 

・テレビ･ラジオ等により警報発令時の情報を把握し、  

 児童の登校を中止させてください。 
 

 

○午前６時の時点で警報発令中は臨時休校に 

します。 

（警報発令状況はメール配信でも情報提供します。）  

※給食は横浜市全市一斉に中止となります。 

 

大雨警報 
 

洪水警報 

 

午前６時の時点、 
横浜市内（神奈川県全域ま

たは、神奈川県東部）に、 

左記の警報が発令継続中

の場合。 

 

・各家庭の判断で登校を遅らせるなど安全に配慮してください。
安全に配慮し、遅刻またはやむを得ず欠席しても遅刻欠席扱い
とはなりません。そのような対応をとられた場合には､ 
 必ず学校へご連絡ください。 
・遅れて登校する場合は必ず保護者が同伴してください。 

○原則として、平常通り授業を行います。 
（必要に応じて警報発令状況をメール配信で 
 情報提供します。） 
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（東海地震 

または、震度５強
以上） 

 

発生時 

(非常に大きな揺れ） 

  
 
 

【児童の判断】（※児童に事前指導） 

・崩れやすい建物から離れ、地震がおさまるまで落ち着いて 
待ちましょう。 
・地域の方に助けを求めましょう。       
・自分の家に近いとき…自宅に帰る（※帰宅後はご家庭の約束） 
・学校に近いとき…学校に避難する（※学校で事前指導） 

○学校は臨時休校とします。 
○状況によって、児童への対応や地域の状況把握 
のために通学路の見回りを行います。また、電話・ 
家庭訪問等での安否確認等を行います。  
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家 庭 の 対 応 

 
学 校 の 対 応 
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大規模地震 

 

 

 

在校中に（東海地震） 

・「注意情報」 

・｢地震予知情報」 

・「警戒宣言」 

 が発表された場合。 

及び 

・発生時 

(震度５強以上） 

○保護者の皆様は、テレビ・ラジオ等で状況を 

把握し、できるだけ外出を控え、自宅で待機 

してください。 

 

○学校から連絡があった場合は、 

 児童を引き取りに学校に来てください。 
※発生時には、通信網が途絶え､メール配信が 

できない場合があります。その場合は､状況に 

合わせて保護者が判断し、学校にお子様を 

引き取りに来てください。 

○授業を打ち切り、児童の安全を確保するため  
学校に留め置きとします。 
（※学校は地域の避難場所になっています。） 

 

Ａ…地域（通学路・家屋等）の安全が確認されたとき 

    児童引き渡しを実施 

    メール配信で連絡。 

 （保護者の判断で、自主的に引き取りに来た場合も、 

引き渡します。） 

 

Ｂ…地域（通学路・家屋等）の安全が確認されないときや、 

   保護者の引き取りができないとき（留守家庭・帰宅困難等） 

  引き取りがされるまで、児童は学校で保護 

 
暴風警報 
暴風雪警報 
大雪警報 
特別警報 
 

 

発令開始時 

 

 

 

大雨警報 

 

洪水警報 

 

発令開始時 

 

 

・保護者の皆様は、テレビ・ラジオ等で状況を 

把握し、できるだけ外出を控え、自宅で待機 

してください。 

○下校予定時刻前に下校したほうが安全と学校長が 
判断した場合のみ、児童引き渡しを実施。 

 

 
 

○引き取りができる人…児童カードに書かれている保護者か代理人や学童保育所 

                           ※保護者や代理人に変更が生じた場合は、必ず学級担任にご連絡ください。 

○引き取り場所…各教室  お子様が複数いる場合は、それぞれの教室に迎えに行ってください。 

※地震等災害が起きた際の、ご家庭の約束事を家族で必ず話し合って決めておくようにしてください。 
 例：（家での避難場所・火を消す・扉を開ける・懐中電灯の置き場所・助けを求めるご近所のお宅・家族が離ればなれになったらどこで会うか 等） 

                            

※不在になりやすいご家庭については、ご近所の方とも連携を図り、不在の際のお子様の保護等を頼んでおくとよいです。 
 

※発災時、学校への電話連絡は緊急の場合を除いてご遠慮ください。情報提供の場合はメール配信のみとします。 


